
せたな町臨時職員採用募集公告 

平成２６年３月２７日 

せたな町教育委員会 教育長 成 田 円 裕 

 

平成２６年５月採用臨時職員を次のとおり募集いたします。 

 

勤 務 場 所 職 種 採用予定人員 業 務 内 容 雇用期間 社会保険等加入 

せたな町瀬棚郷土館 公務補 １ 
利用受付・施設管理・清掃等 
（休館日：月曜日） 

平成 26年 5 月 1日 
～ 

平成 26年 10月 31 日 
あり 

せたな町 B＆G海洋 
センター艇庫 

公務補 １ 

利用受付・施設管理・清掃等 
（5 月・6 月・9 月は土日及び施

設利用のある日） 

（休館日：月曜日） 

平成 26年 5 月 1日 
    ～ 
平成 26年 9 月 30日 

なし 

せたな町三杉球場等 
周辺 

作業員 １ 
施設管理点検・草刈・施設清
掃・散水等 

平成 26年 5 月 1日 
～ 

平成 26年 10月 31 日 
なし 

※ 勤務形態は勤務場所により異なります。（詳細は下記までお問い合わせ下さい。） 

 

１、資格条件 

 ・心身ともに健康で通勤可能な方 

  ・せたな町三杉球場等周辺作業員については、「刈払機作業従事者安全衛生教育講習」受講修了者に限る。 

２、賃金等 

・せたな町臨時職員任用規程による。 

 

３、申込方法 

・次の書類を応募期日までに、せたな町教育委員会、瀬棚教育事務所、大成教育事務所に提出してください。 

①自筆の申込書 １通 

・用紙は、せたな町教育委員会、瀬棚教育事務所、大成教育事務所で交付します。 

②自筆の履歴書 １通（市販のものに最近６箇月以内の写真添付） 

・備え付けの申請書及び市販の履歴書を提出する。 

    ・１人１箇所のみの応募とし、重複申し込みはできないものとする。 

 

４、申込締切日 

  ・締め切り  平成２６年４月１１日（金）午後５時まで 

 

５、試験の方法及び試験日 

  ・個別面接試験 

・試験日は、４月中旬とし、応募者に別途通知する。 

 

６．その他  詳しいことは、下記までお問い合わせください。 

       （瀬棚教育事務所  TEL ８７‐３３２２） 

 



○日  時  平成２６年５月１１日（日）※小雨決行 

       受  付 ８時１５分から９時００分（時間厳守） 

       開 会 式 ９時１０分 

       競技開始 ９時３０分 

○会  場  玉川小学校グランド 

○参加要件  どなたでも参加できます。 
       ※小学生未満の参加者は保護者など責任者の伴走が必要です。 

       ※高校生以下の参加者は保護者の承諾が必要です。 

☆競技種目（競技種目順）※予定 

種  目  別  距 離 発走予定時刻  

 １．小学生１年 （男・女） ２㎞  ９時３０分 

 ２．一般(４０歳未満) （男・女） １０㎞  ９時５０分 

 ３．一般(４０歳以上) （男・女） １０㎞  ９時５０分 

 ４．オープン(全部門) (男女混合) １･２･５㎞  ９時５５分 

 ５．小学生２年 （男・女） ２㎞ １０時１０分 

 ６．小学生３年 （男・女） ２㎞ １０時３０分 

 ７．小学生４年 （男・女） ２㎞ １０時４０分 

 ８．中 学 生 （男・女） ３㎞ １０時５０分 

 ９．小学生５年 （男・女） ３㎞ １１時１０分 

 10．小学生６年 （男・女） ３㎞ １１時３０分 

◆申 込 書   教育委員会、大成・瀬棚教育事務所、町内体育館 
       （せたな町及び観光協会ホームページより取得可） 
◆申込み方法  必要事項を記入の上、持参又は郵送・FAX・メールにより申込みできます。 
◆申 込 先   〒049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡212番地2 

 問合せ先   せたな町民体育館（TEL 0137-84-5044 FAX 0137-84-5044）  
          E-mail:setana.tyotai@town.setana.lg.jp 

        

◆申込期日 

 ４ 月 ２４日 (木) 必着 

主催：せたな観光協会 

主管：水仙まつりロードレース大会実行委員会 

後援：せたな町・せたな町教育委員会 

   北海道新聞社せたな支局 

※各競技種目とも１位から８位 

 まで当日表彰を行います。 

※オープン競技は、体力づくり 

 を目的としておりますので、 

 計測は各自でお願いします。 

参加者は必ずスポーツ安全保険

またはこれに準ずる安全保険等

に加入して参加してください。 





　　　 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 仏滅（昭和の日） 大安

●若松小学校入学式

　　　　　　　　　　　        14：15～15：30　→　ＪＡ若松支店前
10:00～12:00、13:00～15:00

☎84－5321 　※３　移動献血(4/17)　 8：40～10：40　→　せたな町役場前
　　　　　　　　　　　        11：00～13：00　→　道南ロイヤル病院前

＊せたな町立国保病院
●【日曜診療当番医】 　※２　函館司法書士会総合相談センター八雲支部による法律・登記相談
27 28 29 30

13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

　※１　函館弁護士会による無料法律相談

●婦人科診療

●【日曜診療当番医】 ●予防接種 ●1歳6か月3歳児健診

☎82-0221
＊今金町国保病院

14：00～14：30 
(BCG・麻しん風しん混合）

※受付はせたな町立国保病院歯科前

12：45～ （健康センター）

8：30～10：00、12：30～13：30受付

10：30～12：00（瀬棚老人と母と子の家） （健康センター）
6：00～　（健康センター） 　ますます元気教室（運動） 9：30～11：30 (左股小学校) 13：00～ 受付 （健康センター）

26
●総合健診 ●介護予防 ●富里健康相談 ●乳児健診 ●乳がん検診
20 21 22 23 24 25

＊道南ロイヤル病院 ●予防接種

10:00～12:00、13:00～15:00 15：00～15：30 受付(瀬棚診療所２階)

☎84-5011 (四種混合・不活化ポリオ） ●※３　移動献血

●【日曜診療当番医】 13：00～16：00 （やすらぎ館）

（健康センター） ☎84－5111 （役場総務課総務係）

10：00～12：00 （ふれあいプラザ） ●函館裁判所手続き案内

●総合健診
8：30～10：00、12：30～13：30受付 【無料】法律・登記相談(予約制) 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院) 6：00～　（健康センター）
●子宮がん検診 ●※２ ●婦人科診療
13 14 15 16 17 18 19

（せたな町立国保病院-隣接施設） 9:30～15:30（健康センター）
14：00～14：30受付 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院) ●乳幼児健康相談
(三種混合・ヒブ・小児肺炎球菌) ●婦人科診療
●予防接種 13：00～16：00　（ふれあいプラザ）

＊せたな町立国保病院 ●北檜山小学校入学式 9：00～　（大成総合支所） 10：00～12：00(小倉山保健福祉館)9：00～12：00 9:00～15:00（せたな国保病院）

☎84－5321
10:00～12:00、13:00～15:00

●北檜山中学校入学式
●玉川小学校入学式

12
●【日曜診療当番医】 ●北檜山幼稚園入園式 ●移動町長室 ●小倉山健康相談 ●北檜山職業相談室 ●眼科診療(予約制)
６ ７ ８ ９ 10 11

9：30～12：00 （イエローパレス） 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

５
●若松健康相談 ●婦人科診療

１ ２ ３ ４

　　　北 檜 山 区 行 事 予 定 表  　　  せたな町

日 月 火 水 木 金 土

10:00～12:00、13:00～15:00 受付(せたな町立国保病院隣接施設)

☎(0138)41－0232 (函館弁護士会)

【無料】法律相談（予約制）
●※１

13：00～17：00
●北檜山職業相談室

13:00～14:30受付（健康センター）

●巡回診療（皮膚科）
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 開催 開催日 時  間 会場 会場住所・申込み先 

１ 
せたな町 

北檜山区 

平成２６年 

４月２３日（水） 

１３：３０ 

～ 

１５：３０ 

せたな町 

健康センター 

せたな町北檜山区徳島６３番

地１ 

  （0137）8４-5111 

２ 今金町 
平成２６年 

６月４日（水） 

１０：００ 

～ 

１２：００ 

今金町 

総合福祉施

設としべつ 

今金町字今金 17番地の 2 

0137-82-2780 

３ 
せたな町 

大成区 

平成２６年 

７月３０日（水） 

１３：３０ 

～ 

１５：３０ 

大成総合支所

第１会議室 

せたな町大成区都４２７番地 

（013９８）４-5511 

４ 今金町 
平成２６年 

１２月３日（水） 

１３：３０ 

～ 

１５：３０ 

今金町 

総合福祉施

設としべつ 

今金町字今金 17番地の 2 

0137-82-2780 

５ 
せたな町 

北檜山区 

平成２６年 

１２月２４日（水） 

１３：３０ 

～ 

１５：３０ 

せたな町 

健康センター 

せたな町北檜山区徳島６３番

地１ 

  （0137）8４-5111 

 

◇実施者◇ 

 檜山圏域障がい者総合相談支援センター「めい」 

  住 所：函館市美原５丁目２１番２０号コーポＭ＆ＹⅡ 

  ＴＥＬ：０１３８－４７－３０４６   ＦＡＸ：０１３８－４７－３０５８ 

 

◇内容◇ 

  各種専門機関との連携もありますので、どんな内容のことでも相談が受けられます。 

  例えば、就職に係る相談・支援、家族・友人等との関係での悩みなど様々に対応してくれます。 

  障がいのある方のみでなく、家族や友人など周囲の方も相談できます。 

 

◇お申し込み方法◇ 

  せたな町以外の場所でも相談が可能です。相談を受けたい日の会場に直接お申し込み下さい。 

  檜山北部（上記）以外の町での相談日については下記お問い合わせの上、ご確認ください。 
 

◇お問い合わせ◇ 

  せたな町役場保健福祉課（健康センター） ℡（0137）84-5111 担当：福祉係 

  瀬棚総合支所地域町民課         ℡（0137）87-3311 担当：福祉係 

  大成総合支所地域町民課         ℡（01398）4-5511 担当：福祉係 
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ますます元気教室 
転びにくい丈夫な足腰を手に入れて、ますます元気！！ 

楽しく心と体を動かしながら、転倒を予防するための運動と仲間づくりを行います。おおむ

ね 65歳以上で、軽い運動ができる方、ぜひご参加ください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

持ち物・・・上履き（運動靴）、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装 

   ＊当日参加もできますが、準備の都合上できるだけ事前にお申し込み下さい。 

              

《せたな町地域包括支援センター》 

 

北檜山区・瀬棚区  田畑（たばた） 電話 ８４－５６９９ 

大成区       竹内（たけうち）電話（０１３９８）４－５５１１ 

 実施日 時  間 場  所 内  容 

い
ず
れ
も
月
曜
日
で
す 

4月 21日 

集合・健康確認開始 

10：00～ 

教室開始 

10：30から 

12：00終了 

瀬棚老人母と子の家 

（瀬棚区） 

 

 

《健康確認》 

地域包括支援センター保健師 

 

《運動の内容》 

・高齢者向け筋トレ・ストレッチ 

・脚力をしっかり使う運動 

・体のバランスを整える運動   

             など 

《講師》 

健康運動実践指導者 

 水谷 真貴子 先生 

 外舘  静代 先生      

5月 12日 

5月 19日 

5月 26日 

大成町民センター 

(大成区) 
6月 23日 

7月 7日 

7月 28日 

せたな町健康センター 

(北檜山区) 
9月 29日 

10月 6日 

お申込み・お問合せは 



　　町民のみなさんへ

せたな町長　高　橋　貞　光

１．入居募集住宅

□町営住宅

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

㎡ ～　 円

㎡ ～　 円

㎡ ～　 円

㎡ ～　 円

団地名 面積 家賃の額

〃

35.54

〃

33,00022,20069.29 〃2-351(2階)

面積

建設年度

福－３８ Ｓ４０

Ａ－７７ Ｓ４２

〃

住宅番号 型別

【北檜山区】

団地名 住宅番号

豊岡高台団地

〃

〃

川 沿 団 地 2-348(1階)

建設年度

2,900 4,400

〃

66.83 〃

63.21 3LDK

39.42

住所 面積

平成２６年３月２７日

　標記について、次のとおり町営住宅等の入居者を募集いたしますので、入居を希望する方

は、平成２６年４月１０日（木）までに申込みしてください。

町営住宅等の入居者募集について

65.44 2LDK 21,900

家賃の額型別住所

〃

〃

〃

〃

【 大 成 区 】

団地名

〃

〃

家賃の額

徳 島 団 地 2-18(2階) Ｈ１４ 北檜山378-7 32,600

3,600 5,400

2DK豊岡284-1

役場前Ａ団地 ４０ Ｈ２ 都357-4 69.80 3LDK 17,100 25,500

みやこの丘団地 9-102 Ｈ９ 都435-1 64.17 2LDK 19,000 28,200

10-106 Ｈ１０ 〃 64.17 19,400 28,900〃

〃 12-102 Ｈ１２ 〃 64.17 2LDK 19,500 29,000

17-105 Ｈ１７ 〃 61.00 18,900 28,200〃

丸 山 団 地 １７０ Ｓ５２ 久遠311-73 59.99 3DK 11,500 17,100

１７３ Ｓ５３ 久遠311-75 63.85 12,400 18,500〃

〃 １７４ 〃 〃 63.85 〃 12,400 18,500

１７５ 〃 〃 63.85 12,400 18,500〃

〃 １７６ 〃 〃 63.85 〃 12,400 18,500

１７８ 〃 〃 63.85 12,400 18,500〃

〃 １７９ Ｓ５５ 久遠311-42 66.83 3DK 13,400 20,000

１８０ 〃 〃 66.83 13,400 20,000〃

〃 １８１ 〃 〃 66.83 〃

66.83 〃

13,400 20,000

〃 １８２ 〃 〃 13,400 20,000

13,400 20,000

下 宮 野 団 地 １９１ Ｈ６ 宮野175-2 14,700 21,900

〃 １８３

18,300

旭 第 １ 団 地 ２２２ Ｓ５４ 宮野412-1 65.79 3DK

3DK

12,300 18,300

〃 ２２４ 〃 〃 65.79 〃 12,300

13,100 19,500

【 瀬 棚 区 】

住宅番号 建設年度 住所 型別

長 磯 団 地 ２７６ Ｓ５７

7,200

あかしや団地 46-04 Ｓ４６ 本町４区 40.00 2DK

〃 47-03 Ｓ４７ 〃 37.73 2DK

ぽ ぷ ら 団 地 52-06 S５２ 本町６区 53.51 3DK

夕陽が丘団地 08-104 Ｈ８ 本町９区 64.46 2LDK

2LDK 18,900 28,200

8,100 12,100

19,000 28,400

4,900 7,300

4,800

Ｈ　５ 北檜山135-47 59.26

長磯494-1 67.68

〃 〃



□特定公共賃貸住宅

㎡ ～ 円

㎡ ～ 円

　及び役場・各総合支所の担当係に確認ください。

　町営住宅家賃については、入居者の収入に応じて４段階になっています。

２．入居資格

（１）住宅に困窮していることが明らかな方であること。

（２）町に住所を有する方、又は住所を有することとなる方であること。

（３）町税等の滞納がない方であること。

（４）家賃を支払う能力を有すると認められる方であること。

（５）入居収入基準を満たしている方であること。（下記参照）

（６）入居者又は同居者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条

　　　第６号に該当していないこと。

３．入居収入基準

　入居者及び同居親族の平成２４年分における所得額の合計から、各種控除（扶養１人

３８万円等）を引いた額を１２で除した額が次の基準に該当すること。

【町営住宅】一般世帯　158,000円以下、障害者等世帯　214,000円以下であること。

【特定公共賃貸住宅】　158,000円以上　601,000円以下であること。

（※　各種控除額の詳細については、役場・各総合支所の担当係に確認ください。）

４．申込方法

　役場又は、各総合支所に備える入居申込書に必要事項を記載し、所得を証明する書類

（平成２４年分の源泉徴収票等）を添付の上、平成２６年４月１０日（木）までに申込

みしてください。

申込先 ・せたな町役場建設水道課管財係 （℡：0137-84-5111）

・　　〃　　　大成総合支所産業建設課建設係 （℡：01398-4-5511）

・　　〃　　　瀬棚総合支所産業建設課建設係 （℡：0137-87-3311）

５．その他

（１）申込みが重複した場合、町営住宅入居者選考委員会を開催し決定します。

（２）入居決定の際は連帯保証人（町内在住で町営住宅に入居していなく町税等の滞納

　　　がない者）が２名と、家賃の２ヶ月分が敷金として必要になります。

（３）入居の決定等については文書にて通知いたします。

（建設水道課管財係）

※募集住宅の設備・位置については、せたな町ホームページ（http://www.town.setana.lg.jp/）

家賃の額団地名 面積

8-203

住所建設年度

Ｈ８ 都262番地

住宅番号

【北檜山区】

【 大 成 区 】

65.50 2LDK 40,00030,000

型別

都いさりび団地

住宅番号 建設年度

Ｈ７ 北檜山378-11 74.95 2LDK 40,000 50,000

住所団地名 型別面積 家賃の額

い ち い 団 地 101







が延長されます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度から２年間実施しておりました、住宅リフォーム

助成事業が１年間延長されます。（平成 27年 3月 31日まで） 

この制度は、住宅のリフォーム工事等を行うことで町民の皆様

が安心して快適に暮らせる住環境の向上と、町内経済の活性化を

図ることを目的として、町内業者により住宅リフォーム工事を行

う場合に助成金を交付する制度です。 

助成金を受けるにはいくつかの条件がありますので下記をご覧

ください。 

 

 
○助成金を受けるには 
 ・申請者の所有であり、かつ現在居住している住宅の 

リフォームであること。 
 ・せたな町内に建設されていること。 
 ・せたな町内の業者が施工すること。 
 ・リフォームの事業費が２０万円以上であること。 
 ・事前着工していないこと。 
 
○その他の注意事項 
 ・助成は同一世帯及び同一人につき３年間の期間中に１回限り。 
（平成２４、２５年度に助成金を受けた方は対象となりません。） 

 ・国等及びせたな町から他の助成（補助）金を受けていないこと。 
 ・助成金は最低４万円からとなります。 
（事業費が２０万円の場合、４万円交付） 

 ・助成対象となるリフォーム内容など詳しくは、お問い合わせください。 
  

事業費の２０％を助成します！（最高２０万円） 

○助成金交付の流れ 
①リフォーム内容を申請窓口に相談し、業者から見積書をもらう。 
②見積書や図面等の必要書類を添付して申請書等を提出する。 
③内容審査後、町から助成金交付決定書を交付します。 
④着工。 
⑤工事が完了し、支払終了後、速やかに完了届を提出。（領収書の写し必要） 
⑥完了検査後、助成金を交付します。 

 
 ※申請者が町へ提出するのは②と⑤になります。 
  （ただし、事業内容の変更、事業の中止などの場合は別の書類の 

提出が必要になります。） 

 

申請窓口  せたな町役場総務課まちづくり推進係 0137-84-5111 

（問合せ先） 瀬棚総合支所地域町民課環境生活係  0137-87-3311 

       大成総合支所地域町民課環境生活係  01398-4-5511 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町では、定住化促進と地域の経済活性化を図るため、平成
２６年４月１日からせたな町に居住、又は転入予定の方が町
内に住宅を新築・購入された場合に奨励金を交付いたしま
す。 
 奨励金を受けるには、いくつかの条件がありますので下記
をご覧ください。 
 
 

○奨励金の額 
・町内業者によって自己の居住のため住宅を新築する場合、100万円 
・町内業者以外によって自己の居住のため住宅を新築する場合、30万円 
・既存の住宅を自己の居住のために購入する場合、20万円 

 
○奨励の条件 
・定住化を促進する目的から、自らが５年以上 
その住宅に入居する方が対象となります。 

・せたな町が実施する他の助成制度等を 
利用している場合は対象外となります。 

・移転補償に係るものは対象外となります。 
 
○奨励金交付の流れ 
①必要書類を添付して、申請書等を申請窓口に提出する。 
②内容審査後、町から奨励金交付決定書を交付します。 
③工事完了後（住宅購入の場合は転居後）速やかに完了届を提出。 
※住民票の写しなど、その住宅に住所を移したことが確認できる書類が 
必要となります。 

④完了検査及び、住宅に居住していることを確認したのち、 
奨励金を交付します。 

※申請者が町へ提出するのは①と③になります。 
（ただし、事業の中止などの場合は別の書類の提出が必要になります。） 

 
 
  

住宅の新築・購入を奨励します！ 

奨励期間は、 

平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日までの２年間 

が始まります！ 

申請窓口  せたな町役場総務課まちづくり推進係 0137-84-5111 

（問合せ先） 瀬棚総合支所地域町民課環境生活係  0137-87-3311 

       大成総合支所地域町民課環境生活係  01398-4-5511 












